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２章  導入計画策定の枠組み 

２－１ 導入計画の都市計画・交通計画への位置付け 

ここからは、地方公共団体が『基幹的バス輸送システム』（以下、「基幹的バス」という）

の導入のための任意の計画（以下、「導入計画」という）を策定することを想定して、既往の

都市計画・交通計画との関係性を示します。 

 

制度化された枠組みへの記載 

“基幹的バス”を計画する都市は、街づくりへの貢献（都市機能・居住機能の誘導など）と

公共交通のネットワークを充実・強化することを目標とする、コンパクト・プラス・ネットワ

ークを目指すことになります。そこで、自治体による計画にあたっては、都市計画マスタープ

ラン、立地適正化計画などのまちづくりに関する上位・関連計画に位置付け整合を図りつつ、

交通計画となる『都市・地域総合交通戦略』や『地域公共交通計画』の中で“基幹的バス”の

全体像を示すことにより、既にある枠組みの中で導入計画を策定することができます。 

各法律に基づく計画及び国の要綱に基づく戦略の互いの関係性や役割をまとめると【図 2-

1】【表 2-1】の通りとなります。それぞれの計画・戦略制度の意図をふまえながら相互に連携

するように作り上げていくことで、一体的な効果を発揮することが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 都市交通に関する主な上位計画間の関係性と役割 

 

②“基幹的バス”導入計画の位置付け 

都市計画マスタープランや立地適正化計画など、まちづくりや土地利用計画における公共交

通軸や交通に関する拠点等の位置付けと、『地域公共交通計画』における公共交通ネットワー

クとの関係性を踏まえ、基幹的交通軸として必要なサービスを担保するバス交通の具体施策

を、“基幹的バス”の導入計画として整理します。具体施策は『都市・地域総合交通戦略』の

施策パッケージや『地域公共交通計画』に組み込むことで、国の支援も含め、実効性を高める

ことができます。導入計画は、『都市・地域総合交通戦略』、『地域公共交通計画』のいずれ

かに位置付ける、あるいは任意の計画として策定することが考えられます。 

 

 

 

 

 

 

図 2-2 “基幹的バス”導入計画の位置付け 
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表 2-1 都市交通に関する主な上位計画・戦略制度の役割（詳細） 
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２－２ 計画策定の進め方と留意点 

 現状把握と現状診断 

現状の課題を知り改善項目・目標を明確にする（現状把握） 

現状を把握することは、何を改善し・目標をどこに置くかを検討するために必須の検討ステ

ップです。技術の進歩で多くの現状把握が可能となったことで、そのデータを十分に活かすこ

とを考えることを怠ってはいけません。 

例えば、運行の遅延が生じている区間・時間帯といった問題を特定し、路線全体でなくと

も、課題となる主要部分を改善する施策として何が最適かを見出す検討プロセスが大切です。

ここで重要なことは、例えば、フランスの取り組みにおいては、バスの定時性の評価の仕方と

して「80％」の数値を目標とした場合、その意味合いとしては単に「80%のバスが定刻運行し

ていること」ではなく、利用する側の視点から「80%の利用者がバスは定刻に来ると認識する

かどうか」ということをポイントとしています。このように、さらに踏み込んだ効果を捉える

ことが大事で、施策を実施して「はい出来上がり・おしまい」でなく、直接効果（アウトプッ

ト）と間接効果・波及効果（アウトカム）の違いを意識し、具体的な目標を明確に立て、改善

策を見出すことが求められます。 

課題解決や将来目標実現を見据えた“基幹的バス”を計画する 

導入計画立案にあたっての施策の計画内容の設定の例を以下の【図 2-3】に示します。“基

幹的バス”の施策を具体的に検討調査するにあたっては、都市や交通が抱える課題の解決や将

来目標に見合った移動のニーズに応えるサービス水準を設定し、その水準を達成する施策を掲

げることが必要です。各施策の計画の要点は、後の章にて紹介します。また、運行開始後、ア

ウトプットとアウトカムを評価するためにも導入計画に数値指標を盛り込むことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 2-3 導入計画立案にあたっての施策の計画内容と数値指標の設定例 

【数値指標等の設定例】 

□自動車利用の適正化 

・公共交通利用率の向上（自動車

利用の頻度の低下） 

・ピーク時の自動車交通量の減少 

□市民の健康増進 

・高齢者の外出頻度の上昇 

・障がい者等の公共交通利用増加 

・外出時の街中での歩行数の増加 

・医療費の削減 

□地域交通の活性化や維持･改善 

・交通空白地域の削減 

・公共交通沿線人口の増加 

必要なサービス目標 

【数値指標の設定例】 

□速達性･定時性の向上 

・所要時間の短縮、表定速度の向上 

・遅れ時間幅の縮小 

□快適性の向上 

・車内混雑の緩和、着席率の向上 

・バス停のバリアフリー化 

□環境負荷の低減 

・乗車人キロあたりの排出量削減 

□運行効率の向上 

・走行キロあたりの輸送量の向上 

都市や交通が抱える課題や 

将来目標 

直接効果（アウトプット） 

間接効果・波及効果 

（アウトカム） 

【導入計画の立案】 

運行開始 

【事業の評価】 

【各種計画】 

・都市計画マスタープラン 

・立地適正化計画 

・地域公共交通計画 

・都市･地域交通戦略 など 

設計工事、事業

計画内容と導入の進め方 

■ 基幹的バス輸送システムの計画内容 

 1.路線計画 

 (1)バスネットワーク 

 (2)基幹的交通時への都市・居住機能

等の誘導 

 2.走行インフラ計画 

 (1)バスの走行空間 

 (2)バス車両 

 (3)停留所 

 (4)乗り換え拠点 

 3.運行計画 

 (1)リアルタイムな位置管理 

 (2)運賃収受 

■基幹的バス輸送システム導入の進め方 

 1.合意形成のポイント 

 2.公設民営の考え方 

 3.活用する事業制度 

 4.国の支援制度等 

基幹的交通軸の位置づけ 

○公共交通の利用促進 

○効率的・効果的路線再編 

○まちづくりの推進 

○人の移動・交流、にぎわいの創出 

○持続する公共交通体系の構築 

○コンパクト・プラス・ネットワークの

確立に資する基幹的交通軸形成 

○コンパクト・プラス・ネッ

トワークの実現 

○求められる交通システム・

公共交通体系の構築 
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フランスでは、バスの走行・運行に関して、様々な経験、データ分析をして、BHNS として「どうサービス

を提供すべきか」を考えサービスを検討しています。 

■現状分析から問題点・要因を把握し、何を改善すべきか、その対策を検討 

【図 2-4】は、ナントで実際に確認した例として、所

用時間の「ばらつき」がピーク時とオフピーク時で大き

く異なることを表しています。 

サービスの面からどう改善するかを考える時、所要時

間そのものでなく、差が大きい時間帯でその差を小さく

するための対策を考えることが重要です。このアプロー

チによって、ロスがどこで発生しているかを細かくチェ

ックし、その要因が渋滞かそれ以外の要因かを把握す

ることによって、はじめて適切な対策が講じることが

できます。 

【図 2-5】は、同等の運行頻度を得るため、バスの

運行速度と車両必要数とがどう関係するかということ

を表しています。適切な運行速度を確保することがで

きると、それによって必要なバス台数を減らすことが

でき、トータルコストを下げることに繋がります。 

 

■サービスクオリティの考え方 利用者の観点から評価の仕方を工夫 

サービスグレードに対して、サービスクオリティという考え方があり、欧州規格の EN13816 というものが

あります。この規格の中に、サービスクオリティをどのように利用者が感じるかについて、詳しく説明されて

おり、利用者の観点から見て 8 種類の項目と評価の仕方が規定されています。 

前述の「バスの定時性評価の仕方 80％」はその一つで、オフピーク時に定時運行が実現されているだけで

は、利用者全体の認識としてトータル的に評価は上がらないため、利用者の認識をベースにして、ピーク時も

含め「80％の利用者がバスは定刻に来るというように認識することが重要」という考えが示されています。 

 

 

 

 

 

 

  

図 2-5 同等の頻度を得るためのバス必要数 

出典 「LE BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE EN FRANCE GENÈSE ET DÉPLOIEMENT」Cerema※プレゼン資料（翻訳） 
※Cerema(セレマ)(Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la Mobility 

et l'aménagement の略)は、日本でいう国交省関係の研究機関にあたる。橋梁、道路、港湾イン
フラ、水、地盤工学、リスク、土地利用、都市開発の分野で数十年の経験を持つ 11 の公的専門
機関を統合して 2014 年に設立された。学際的な科学的・技術的リソース及び専門知識センター
として、気候や生態系の変化、地域政策などの重要課題に対する国及び地方レベルでの公共政策
の開発、実施、評価等の支援に特化した公的機関。 

Column コラム／フランスにおける現状把握・改善策の検討の視点 
サービスクオリティの考え方 

図 2-6 サービスクオリティの考え方（欧州の EN13816 規格より） 

図 2-4 所要時間の過度なばらつきの例 
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将来の不確定要素を見据え、計画タイムスパンを意識する（現状診断） 

計画の実行期間は、都市計画マスタープランなどまちづくりの将来都市像を示す計画は１０

～２０年と比較的長期間の計画であり、交通戦略は５～１０年、地域公共交通計画は５年程度

と、それぞれの計画の実行期間が異なります。 

“基幹的バス”の計画では、導入目標と導入プロセス上必要となる期間を判断し、ある程度

の期間を有する場合には、都市構造の形成と合わせ戦略と施策を更新することが重要です。 

長期的に見れば、この先に起こる得る社会的環境変化や技術革新等の不確実性要素もありま

す。そのため、上位計画の見直しなどと合わせ、公共交通も柔軟に、臨機応変に施策・対応策

を講じる必要性が求められる場合があります。その点がバス交通を活かす大きなメリットで、

長期的な目標と対策の視点に加え、PDCAサイクル等も実践しながら、短期的な素早い対応策も

定め、基幹的交通軸の機能を段階的に、柔軟にブラッシュアップする取り組みを計画すること

が求められます【図 2-7】。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-7 段階的整備を取入れた関連計画の連携イメージ 

 

 

 多岐にわたる関係者 

“基幹的バス”の導入に向けては、関係者が

課題認識と将来目標を共有し、一丸となって必

要な施策を総合的・一体的に行うことが必要で

す。そのためにも、関係者との合意形成は必要

不可欠であることから、関係者が一堂に会する

協議組織（法定協議会など）の場を活用し、利

害関係者を含む多様な人たちとの協議を重ね

て、“基幹的バス”の必要性・重要性を共有し

ながら導入計画の策定を進めます。 

 

策定する導入計画は、任意・法定に拘らず、交通担当部局の他に、都市計画・福祉等関連部

局、道路管理者、警察、交通事業者、有識者、利用者・沿線住民代表者、等様々な関係者に参

画してもらうことが重要です。【表 2-2】に、各関係者の主な役割を示します。  

図 2-8 法定協議会等を活用し関係者と連携 

は 

ＰＤＣＡ 

サイクル 
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表 2-2 基幹的バス検討における主な関係者と役割 

区分 関係者 主な役割 

基礎自治体 交通・都市計画・福祉・教育部門 方針検討、計画策定、各種計画連携、結節機能 

国・広域行政 国（運輸局、整備局）、都道府県 法的手続き、補助支援、情報提供、広域視点 

基幹的バスの 

交通事業者 
軌道系・バス・タクシー事業者 基幹軸のサービス提供 

安全運行、利用促進 

事業者間連携・調整 その他の 

交通事業者 
軌道系・バス・タクシー事業者 

その他の公共交通ネッ

トワーク形成 

道路管理者 都道府県・市町村行政 車両制限、道路占用・空間利用 

交通管理者 公安、警察 交通運用・規制、道路使用 

その他事業者 まちづくり・モビリティ事業・運営者 付加的要素、アクセス交通、 

各種団体等 エリマネ、商店街、障がい者・高齢者等 
利用、協力・支援、理解・意見・要望 

市民等 地域住民、利用者 

大学等 地域の大学の学識経験者等 技術的知見の提供等の支援 

 

 まちづくりと連携した戦略的取り組み 

基幹的交通軸の形成は、公共交通とまちを持続・成長させる地域や社会への投資と捉え、こ

れを関係者で共有することで、協力や合意形成が促進され、それぞれに係る様々な関係者皆で

費用を確保する動機が生まれることによって、様々な取り組みの実行に繋がります。 

例えば、バス交通は、道路空間を利用し車両を走らせ、利用者はバス停や目的地にアクセス

するものであるため、まちや道路の社会的基盤を活用するとともに、道路やまち側からみれ

ば、道路混雑の緩和やまちの活性化に好影響を与えるものとも考えられます。 

このような視点で、基幹的交通軸の形成を戦略的に作り上げる仕組みを講じることによっ

て、従来のバス事業単体としてみた独立採算の基本的な考え方のみから脱却し、機能整備に必

要な財源の確保方策の可能性を拡大することが期待できます。 

 

■計画策定における手順や留意点 

各計画を策定する際の手順や留意点は、下の【表 2-3】の手引き等に紹介されています。 

表 2-3 参考となる手引き等の一覧 

参考図書やホームページ等 内容紹介 

国土交通省 都市局 
「総合都市交通体系調査の手引き（案）」 

（平成 19 年 9 月） 
https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_t
k_000024.html 

本手引きは、総合都市交通体系調査を実施あるいは、企画しようとする
都市圏に対して、総合都市交通体系調査の企画から実態等の調査、計画策

定とそのフォローアップまでを含む一連の取り組みに関して、標準的な手
順と留意点などをとりまとめ、調査の遂行、計画の策定上の指針となるよ
う作成されています。 

国土交通省 総合政策局 
「地域公共交通計画等の作成と運用の手引き」 
（入門編，詳細編，添付資料）第４版（令和５年１０

月） 
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sos
ei_transport_tk_000058.html 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 41 号）
に基づく地域公共交通計画等の作成に当たり、計画の作成手順、考え方を

示しています。 
本手引きは、特に、初めての公共交通に関する計画の作成で、何から手

を付けてよいかわからない方や、公共交通専任の担当者が１名又は担当不

在の地方公共団体において、計画作成に際し踏まえるべきポイントや、真
に検討すべき事項を明らかにすべき観点からまとめられています。   

国土交通省 都市局 

「都市・地域総合交通戦略のすすめ～総合交通戦略策
定の手引き～（改訂版）」（令和４年５月） 
https://www.mlit.go.jp/toshi/content/001596037.p

df 

都市・地域総合交通戦略の策定・見直しを検討するための参考資料とし
て、既存事例の状況を踏まえ実務的な手引書として整理したものです。ま

ちづくりと連携した目標や事業の考え方、調査方法が紹介されていますの
で、地域公共交通計画においても参考になります。 

国土交通省 都市局 

「立地適正化計画作成の手引き」（令和 7 年 4 月版） 
https://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/compac
tcity_network.html 

立地適正化制度に基づき、立地適正化計画を策定するための作成手順、
検討のポイントを示したものです。 
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